令和８年度　知っておきたい民法の知識実務講習会　受講申込書
[bookmark: _Hlk64830414]１　受講申込講習会
令和８年６月５日（金）　１０時～１６時４５分　オンライン開催
　〇参加方法（どちらかに☑）　　□ ZOOMによる配信　　□ YouTubeによる配信　

２　受講者氏名・事務連絡担当者氏名等
	都道府県
	市区町村
	所属部課
	職　　名
	氏　　名
	連絡先(TEL・E-mail)

	
	
	
	
	
	TEL:
E-mail:



	
	
	
	
	
	TEL:
E-mail:



	
	
	
	
	
	TEL:
E-mail:



	【事務連絡担当者氏名・所属・電話番号】

団体名　　　　　　　　所属　　　　　　　　職名　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　

住所　　〒

TEL　 :
E-mail:

	【受講料の支払い方法】

請求書を郵送いたしますので、受講後お振込みください。

　　　◆請求相手方：
（例：○○市長　△△　△△）
　
　　◆請求日（次のいずれかに○を付してください）　・特に希望なし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・令和　　年　　月　　日希望
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※記載のない場合、請求相手方は団体名、請求日は当機構からの請求書の発送日で請求書を発行いたします。




□申込期限　　令和８年５月２９日（金）
（申込期限後においても受講申込みをお受けできる場合がありますので、お問い合わせください。）

□申込先　　　一般財団法人　地方自治研究機構　研修部
〒104-0061　東京都中央区銀座７丁目14番16号
　            　TEL　03-5148-0662　E-mail:koshu@rilg.or.jp

令和８年度　知っておきたい民法の知識実務講習会　質問用紙
	都道府県
	市区町村
	所属部課
	氏名

	
	
	
	

	電話番号
	E-mail

	
	

	【債権名称】

	【件　　名】

	【質問事項】　

















(注)
１　ご質問がある場合は、５月７日（木）までに、本様式によりメールで送付してください。
なお、締切後の回答は、研修後になります。（メール送付先：koshu@rilg.or.jp）
２　質問内容の確認のための問い合わせ先（課名・氏名・電話番号）は、必ずご記入ください。
３　全てワードでご記入ください。

【記載例】

令和８年度　知っておきたい民法の知識実務講習会　質問用紙
	都道府県
	市区町村
	所属部課
	氏名

	
	
	
	

	電話番号
	E-mail

	
	

	【債権名称】
　（特に所管していない場合は、記入不要）

	【件　　名】
　　時効の適用　ほか

	【質問事項】　
例１　国民健康保険法65条３項では取消しにより返還金が発生しますが，その時効は自治法236条か民法の不当利得のどちらでしょうか。
例２　貸付金の債務者が死亡し，その相続人全員が相続放棄しました。保証人はそのまま存在します。この場合，債権放棄ができますか。
例３　介護保険料の送達につき，相手は認知症が進んでいることが判明しましたが，成年後見人の選任はされていません。本人宛に送付して有効でしょうか。
例４　公営住宅の保証人があり，保証人は民法改正前で極度額の定めをしていません。３年分の未納があり，全額を保証人に負担させることができますか。
例５　滞納処分の規定がない返還金は遅延損害金が請求できると聞きましたが，どの時点から遅延損害金が請求できますか。
例６　２人が共有する土地があり，固定資産税を課しており，未納ですが，１人に全額請求できますか。また，滞納処分するにはどうしたらよいでしょうか。
例７　時効完成した貸付金債権につき，相手は時効完成を知らずに納付しました。この場合，返還すべきでしょうか，それとも受領できますか。
問８　貸付金の債務者は資力がなく，代わりに親が支払うといっています。この場合受領できますか。また，親が一部を納付した場合，残額を親に請求できますか。
問９　給水工事代金が未納ですが，給水契約を拒否できますか。
問10　公営住宅において民法改正前の保証人があり，借受人は３年分の未納があります。この場合，未納分全額を保証人に請求できますか。



(注)
１　ご質問がある場合は、５月７日（木）までに、本様式によりメールで送付してください。
なお、締切後の回答は、研修後になります。（メール送付先：koshu@rilg.or.jp）
２　質問内容の確認のための問い合わせ先（課名・氏名・電話番号）は、必ずご記入ください。
３　全てワードでご記入ください。


